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児
童
手
当
該
当
者
は

申
請
を
！

児
童
手
当

こ
ん
な
時
に
は

届
け
出
を
！

児
童
手
当
現
況
届

福
祉

児
童
手
当
の
し
く
み

支
給
対
象

児
童
手
当
は
、
義
務
教
育
就
学

前
（
６
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
）

ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
前
年
（
１
月
か
ら
５

月
ま
で
の
月
分
の
手
当
に
つ
い
て

は
前
々
年
）
の
所
得
が
一
定
額
以

上
の
場
合
に
は
、
所
得
制
限
に
よ

り
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

受
給
資
格
の
あ
る
方
で
、
ま
だ

申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、
必
ず

申
請
し
ま
し
ょ
う
。（
出
生
・
転
入

の
場
合
は
、
１５
日
以
内
に
申
請
を
）

児
童
手
当
の
額

第
１
子
　
　
　
５
千
円
（
月
額
）

第
２
子
　
　
　
５
千
円
（
月
額
）

第
３
子
以
降
　
１
万
円
（
月
額
）

児
童
手
当
は
、
毎
年
２
月
、
６

月
、
１０
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分

ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑

○
振
込
口
座
（
郵
便
局
以
外
）

○
年
金
加
入
証
明
書
（
国
民
年
金

～ 町民課からのお知らせ ～

加
入
者
以
外
）

○
平
成
１４
年
１
月
１
日
に
松
前
町

に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
、
前

住
所
地
の
所
得
証
明
書
（
市
町

村
長
が
発
行
す
る
平
成
１４
年
度

の
も
の
。）

申
請
場
所

役
場
福
祉
課
児
童
福
祉
係

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

い
。

提
出
先

役
場
福
祉
課
児
童
福
祉
係

○
児
童
が
増
え
た
と
き

出
生
な
ど
の
事
由
に
よ
り
支
給

対
象
と
な
る
児
童
が
増
え
た
と
き

に
は
、「
児
童
手
当
額
改
定
請
求

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
他
の
市
町
村
に
住
所
が
変
わ
る

と
き

児
童
手
当
の
受
給
資
格
が
消
滅

す
る
た
め
、
役
場
に
「
児
童
手
当

受
給
事
由
消
滅
届
」
を
、
新
住
所

地
に
「
児
童
手
当
認
定
請
求
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
特
例
給
付
の
受
給
者
が
退
職
し

た
と
き

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
で
、
会
社

を
や
め
た
場
合
に
は
、
所
得
制
限

に
よ
り
特
例
給
付
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。「
児
童
手
当
受
給
事

由
消
滅
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

毎
年
６
月
中
に
「
児
童
手
当
現
況

届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に

お
け
る
状
況
を
記
載
し
、
児
童
手

当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
で

す
。こ

の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６

月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
該
当
者
に
は
６
月
初
め
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

現
況
届
に
必
要
な
添
付
書
類

○
年
金
加
入
証
明
書
（
国
民
年
金

加
入
者
以
外
）

○
平
成
１４
年
１
月
１
日
に
松
前
町

に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
、
前

住
所
地
の
所
得
証
明
書
（
市
町

村
長
が
発
行
す
る
平
成
１４
年
度

の
も
の
。）

問
い
合
わ
せ

役
場
福
祉
課
児
童
福
祉
係
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